
　

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益

の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
九
・
九
法
六
五
）
附
則
二
三
条
、
二
四
条
（
平

成
二
九
・
五
・
三
〇
ま
で
に
施
行
）

・
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
九
・
二
八
法
七
四
）

附
則
一
五
条
（
平
成
二
九
・
四
・
二
施
行
）

・
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
八
・
三
・
三
一
法

二
一
）
附
則
三
九
条
（
平
成
二
九
・
四
・
一
施
行
）

別
表
（
第
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
二
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条

関
係
）

一
―
十
八
　（
略
）

十
九
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
一
条
の
七

か
ら
第
七
十
一
条
の
十
ま
で
（
役
員
の
特
別
背
任
、
代
表
社
会
医
療
法

人
債
権
者
等
の
特
別
背
任
、
未
遂
罪
、
虚
偽
文
書
行
使
等
）
又
は
第
七

十
一
条
の
十
二
第
一
項
（
社
会
医
療
法
人
債
権
者
の
権
利
の
行
使
に
関

す
る
収
賄
）
の
罪

二
十
―
二
十
八
　（
略
）

二
十
八
の
二
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

二
十
九
―
八
十
四
　（
略
）

八
十
五
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
五
十

一
条
（
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
）、
第
五
十
二
条
（
個
人
番
号

の
提
供
及
び
盗
用
）
又
は
第
五
十
四
条
第
一
項
（
詐
欺
等
行
為
等
に
よ

る
個
人
番
号
の
取
得
）
の
罪
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